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医療的判定スコアの経緯 

              2020 年 6 ⽉ 9 ⽇  医療法⼈財団はるたか会 前⽥浩利 

（図１）看護職員加配加算 平成 31 年 10 ⽉厚⽣労働省医療的ケア児担当者合同会議資料より 

（表１）障害福祉サービスにおける、医療的ケア判定スコア（平成 30 年厚⽣労働省告⽰第 108 号別表第１） 

  医療的ケア 判定スコア 

（１） レスピレーター管理 8 

（２） 気管内挿管、気管切開 8 

（３） ⿐咽頭エアウェイ 5 

（４） 
O2 吸⼊⼜は SpO2 90%以下の状態が

10%以上 
5 

（５） １回/時間以上の頻回の吸引 8 

  ６回/⽇以上の頻回の吸引 3 
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（６） 
ネブライザー６回／⽇以上または継続使

⽤ 
3 

（７） IVH 8 

（８） 経管(経⿐・胃ろうを含む。)  5 

（９） 腸ろう・腸管栄養 8 

（１０） 
持続注⼊ポンプ使⽤（腸瘻・腸管栄養

時） 
3 

（１１） 継続する透析（腹膜透析を含む。） 8 

（１２） 定期導尿 ３回／⽇以上 5 

（１３） ⼈⼯肛⾨ 5 

 

注）診療報酬制度における超重症・準超重症児（者）判定基準の、（8）経⼝摂取全介助、（10）過緊張、（14）

体位交換、の項⽬は、この障害福祉サービスにおける判定スコアでは、医療的ケアには該当しないものとして

削除されている。福祉職員が配置されている福祉施設において、医療職でなくても対応できるものとして、福

祉施設における医療職配置保障基準というこの新設スコアの⽬的を考慮して除外されたものと考えられる。（こ

れらの項⽬は、負担度が⾼いケアとして、医療的ケアとは別な形において、評価されるべきである。） 

 

  

（表２）診療報酬制度（⼊院医療費・訪問看護・指導料）における超重症・準超重症児判定基準 

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて」（平成 30 年 3 ⽉ 5 ⽇保医発 0305 

第 2 号）別添 6 の別紙 14 より 

1 運動機能：座位まで  

2 判定スコア                              スコア 

(1) レスピレーター管理                         10  
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(2) 気管内挿管，気管切開                        8  

(3) ⿐咽頭エアウェイ                            5  

(4) O2 吸⼊⼜は SpO290％以下の状態が 10％以上              5  

(5) 1 回／時間以上の頻回の吸引                       8  

  6 回／⽇以上の頻回の吸引                       3  

(6) ネブライザー 6 回／⽇以上または継続使⽤               3  

(7) IVH                                 10  

(8) 経⼝摂取（全介助）                               3  

  経管（経⿐・胃ろう含む）      5  

(9) 腸ろう・腸管栄養  8  

  持続注⼊ポンプ使⽤（腸ろう・腸管栄養時）                3  

(10) 
⼿術・服薬にても改善しない過緊張で、 発汗による更⾐

と姿勢修正を 3 回／⽇以上  
3  

(11) 継続する透析（腹膜灌流を含む）                   10  

(12) 定期導尿（3 回／⽇以上）                     5  

(13) ⼈⼯肛⾨                               5  

(14) 体位交換 6 回／⽇以上                        3  
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【新判定スコア】 

l 医療的ケア判定スコアの改定案を下記のように作成したため、提⾔する。 

l これらの項⽬の有無による評価、および、スコアの合計点による評価を⾏う。 

l 新たな判定スコアでは、基本スコアと⾒守りスコアを合計した点数で判定し、8 点以上を看護職員加

配加算の要件とする。   

l ⾒守りスコアは、⼿が動く、移動できる（寝返り・這い移動・伝い歩き・歩⾏）といった運動機能を

持ち、かつ指⽰を理解できない知的機能（おおむね６歳相当未満）や⾏動障害を持っていることによ

り、医療機器を不⽤意に抜去する可能性が⾼い場合に、算定する。 

l 医療的ケアの基本スコアや⾒守りスコアは、主治医の意⾒書に基づいて判定することとする。 
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＜注意事項＞ 

1) ⼈⼯呼吸器の⾒守りスコアについては、⼈⼯呼吸器回路が外れた場合、⾃発呼吸がないために直ち

に対応する必要がある場合は「⾼」2 点、直ちにではないがおおむね 15 分以内に対応する必要が

ある場合は「中」1 点、それ以外の場合は「低」0 点と分類する。 

2） ⼈⼯呼吸器と気管切開の両⽅を持つ場合は、気管切開の⾒守りスコアを加点しない。 

3) ⑤吸引、⑩⾎糖測定、⑫排尿管理、⑬排便管理については、複数項⽬のいずれか⼀つを選択する。 

4) インスリン持続⽪下注射ポンプと埋め込み式⾎糖測定器とが連動している場合は、⾎糖測定の項⽬

を加点しない。 

高 中 低

①  人工呼吸器（NPPV、ﾈｲｻﾞﾙﾊｲﾌﾛｰ、
　　ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ、排痰補助装置、
　　高頻度胸壁振動装置を含む）

利用時間中の使用の有無にかかわらず 10 ２
１） 1 0

8 0

③  鼻咽頭エアウェイ 利用時間中の使用の有無にかかわらず 5 0

④  酸素療法 利用時間中の使用に限る 8 0

⑤  吸引 口鼻腔・気管内吸引 8 0

3

経鼻胃管、胃瘻 8 0

経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻 8 0

持続経管注入ポンプ使用 3 0

⑧  中心静脈カテーテル 中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など 8 0

皮下注射（インスリン、麻薬など） 5 0

持続皮下注射ポンプ使用 3 0

利用時間中の観血的血糖測定器 3

埋め込み式血糖測定器による血糖測定　4） 3 0

8 0

利用時間中の間欠的導尿 5

持続的導尿（尿道留置カテ－テル、膀胱瘻、
腎瘻、尿路ストーマ）

3 0

消化管ストーマ 5 0

利用時間中の摘便、洗腸 5

利用時間中の浣腸 3

⑭  痙攣時の管理
坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装
置の作動など

3 02

⑪  継続する透析（血液透析、腹膜透析を含む） 2

⑫  排尿管理　　3）

0

1

⑬  排便管理　　3)

1

0

0

2

⑨ その他の注射管理 
1

1

⑩  血糖測定　　3）
0

1

1

1

⑥  利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入 0

⑦  経管栄養

2

2

1

　　医療的ケア判定スコア( 新案２) 基本スコア
見守りスコア

②  気管切開カニューレ ２ 2)

1


